
 

北海道札幌厚別高等学校生徒心得 
 

 高校生活を楽しく有意義なものにするために、お互いにきまりをよく守り、規律ある生活と明るい

校風を樹立するように努力しよう。 

 

Ⅰ 校内生活について 

１ 校内規律 

 (1) 登校は、8 時 25分までに教室に入るようにする。 

 (2) 遅刻・早退・外出する場合は、所定の手続きをする。 

 (3) 欠席する場合は、保護者を通じて担任に連絡する。 

 (4) 電話の呼び出しは、重要緊急時を除いて取り扱わない。 

 (5) 学校には、学習に必要のないもの以外は持ち込まない。 

   (6) 貴重品は持ってこない。万が一持ってきた場合には自己管理に努め、貴重品袋等を利用して担

当の教員に預ける。 

 (7) 私物は、校舎内におかない。 

 (8) 校内の集会および文書配布・掲示物は、事前に担当者の許可を受ける。 

 (9) 生徒間の物品の売買・金銭の貸借は禁止する。 

（10) 建物・校具類・樹木などを常に愛護し落書きや破損しないこと。万一破損の場合は担任・顧問

を通じ届け出る。事由によっては弁償の責任を負うこともある。 

（11) 昼食を含む飲食は、教室または談話室でする。 

 

２ 校舎・施設の利用 

   (1) 放課後・祝日・日曜日・土曜日等に教室その他の場所を利用する場合、事前に担任・顧問教員

を通じ、管理責任者の許可を受ける。 

   (2) 下校時間は16時30分とする。ただし、下校時間を超えて活動する必要が生じた場合は、担任・

顧問教員の許可を受ける。 

 

Ⅱ 校外生活について 

１ 校外生活 

 (1) 登下校中は制服を着用し、服装・礼儀・言葉遣いに十分配慮する。 

 (2) 交通規則を守り、列車・地下鉄・バス通学の際は、乗降時・車中の態度に注意する。 

 (3) 保護者が運転する以外の車、およびバイクの同乗を禁止する。 

 (4) 自転車通学は、所定の手続きをし、自転車使用中は交通安全に十分配慮する。 

 (5) 生徒手帳（身分証明書)  は、常に携行する。 

 (6) 休業中の登校・他校訪問・対外行事参加の場合は、制服とする。ただし部活動生徒については、

別に定める異装を認める。 

 

２ 出入禁止場所 

 (1) 青少年、高校生の出入を禁止している場所。 

 (2) パチンコ・麻雀荘・深夜喫茶・ディスコ・遊戯施設・酒類を提供する飲食店、照明・雰囲気の

好ましくないところ。法令等で出入を禁じている場所。 

 (3) 成人向きの映画館・興行場など。 

 

３ 夜間外出・旅行・外泊・アルバイト 

 (1) 帰宅は22時00分までとする。 

 (2) 外泊は原則として禁止する。 

 (3) 登山・サイクリング・キャンプや宿泊を伴う旅行は、保護者またはそれに準ずる引率者を必要

とし、事前に届け出る。 

 (4) アルバイトは原則として禁止する。ただし、経済的理由等により保護者の同意を得た者に    



 

ついては、所定の手続きを経て次の範囲内で許可することがある。また、長期休業中については、

次の範囲内で届出制とする。 

  ア 危険でないこと 

  イ 学業に支障がないこと 

  ウ 風紀上問題がないこと 

  エ 22時までに帰宅できること 

 

４ 対外行事参加・団体の所属 

 (1) 部活動以外のスポーツ大会・文化的行事への参加は、事前に保護者の許可を得て担任に届け出

る。次の場合が予想されるときは参加を禁止する。 

  ア 危険が予想されるもの 

  イ 学業に支障をきたすもの 

  ウ 不健全な行事（反社会的なもの)   

 (2) ライブ等、校外集会については、届け出て許可を受ける。 

 (3) 社会教育団体に所属し、その団体の行事に参加する者は、あらかじめ担任に届け出る。 

 

５ 男女交際について 

 (1) 互いの人格を高め合うように努め、友人としての節度を心得た健全な交際を心がける。 

 

６ 運転免許について 

 (1) 在学中のすべての運転免許の取得を禁止する。ただし、進路決定後、保護者から運転免許    

取得許可の申請があり、必要と認められる場合に限り、所定の手続きを経て許可することがある。 

 

Ⅲ 礼儀について 

１ 礼儀 

 (1) 来客や教職員に対しては、礼もしくは会釈する。 

 (2) 校長室・職員室・事務室等に入る時は必ずノックをし、出入りに際しては礼をする。 

 

Ⅳ 服装等について 

１ 制服・頭髪等 

 (1) 服装は、男女とも本校指定のものを着用し、改造は認めない。 

 (2) 正装・夏季略装・式典時用の区分がある。 

 (3) 頭髪は清潔に保ち、パーマ・染色・脱色等の加工をしてはならない。 

 (4) 装飾や化粧は禁止する。 

 (5) 詳細については、別途定める。 

 

 

 

上記の項目や内容の見直しについては、本校の状況に基づき、保護者や地域住民等の意見も踏まえ

ながら、適宜検討していきます。 


